
第１０９号議案 

 

 

町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年(２０２２年)１１月３０日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３３年４月町

田市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

第２条 前条の特別職は、次のとおりとする。 第２条 前条の特別職は、次のとおりとする。 

（１）～（67）略 

（68）情報公開・個人情報保護審査会委員 

（１）～（67）略 

（69）略 （68）略 

（70）略 （69）略 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

職名 報酬額 

略 略 

介護保険

苦情相談

調整会議 

会長 日額 ２５，５００

円 

学識経験

者 

日額 ２１，７００

円 

略 略 

略 略 

情 報 公

開・個人

情報保護

運営審議

会 

会長 日額 ２５，５００

円 

学識経験

者 

日額 ２１，７００

円 

その他委

員 

日額 １０，０００

円 

略 略 

行政不服

審査会 

会長 日額 ２５，５００

円 

学識経験

者 

日額 ２１，７００

円 

情 報 公 会長 日額 ２５，５００

 職名 報酬額 

略 略 

介護保険

苦情相談

調整会議 

会長 日額 ２５，０００

円 

学識経験

者 

日額 ２１，０００

円 

略 略 

略 略 

情 報 公

開・個人

情報保護

運営審議

会 

会長 日額 ２５，０００

円 

学識経験

者 

日額 ２１，０００

円 

その他委

員 

日額 １１，０００

円 

略 略 

行政不服

審査会 

会長 日額 ２５，０００

円 

学識経験

者 

日額 ２１，０００

円 
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開・個人

情報保護

審査会 

円 

学識経験

者 

日額 ２１，７００

円 

略 略 
 

 

  

 

 

略 略 
 

  
 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表介護保険苦情相談調整会議の項、情報公開・個人情

報保護運営審議会の項及び行政不服審査会の項の規定は、令和５年４月 1 日以後に

従事する職務に係る報酬について適用し、同日前に従事した職務に係る報酬につい

ては、なお従前の例による。 
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